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表紙*電子提供・アクセス通知用*

証券コード：3640

第59期　定時株主総会

招集ご通知
開催日時
2024年６月27日（木曜日）午前10時30分
受付開始：午前10時

開催場所
長野県長野市県町576番地
ホテル国際21 １階　藤の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議　　案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役

を除く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役

を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額

設定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）に対する譲渡制限付株式の付与
に関する報酬額等及び内容の決定の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産は、ご出席いた
だけない株主様との公平性の観点から配布を取り止め
させていただいておりますので、何卒ご理解ください
ますようお願い申しあげます。

　

株主総会にご出席いただけない場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使
くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2024年６月26日（水曜日）午後５時20分まで

　

パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

招集ご通知がスマホでも！

https://p.sokai.jp/3640/

株式会社 電算
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株主各位

証券コード　3640
（発送日）2024年６月11日

（電子提供措置開始日）2024年６月 ６日
株　主　各　位

長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地６
株 式 会 社 　 電 　 　 算
代表取締役社長 轟  一 太

当社ウェブサイト https://www.ndensan.co.jp/

株主総会資料
掲載ウェブサイト https://d.sokai.jp/3640/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス） https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第59期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第59期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子
提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウ
ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

上記の当社ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」を選択して「IRメニュー」にある「株主総会」を選択いただき、「第59期（2024
年３月期）」よりご確認ください。

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「コード」に当社証券コード「3640」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月26日（水曜日）午後５時20分までに議
決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時30分
２．場 所 長野県長野市県町576番地

ホテル国際21 １階　藤の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
⑴ 報 告 事 項 １. 第59期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第59期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

⑵ 決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関す

る報酬額等及び内容の決定の件

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及

び修正後の事項を掲載いたします。
◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該

書面は、法令及び当社定款の定めにより、次に掲げる事項を除いております。
①事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」「株式会

社の支配に関する基本方針」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、監査役及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

◎当日当社では、地球温暖化防止に向けた省エネルギーへの取り組みの一環として、当社役員及び係員が軽装（ノ
ーネクタイのクールビズスタイル）にて対応させていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申
しあげます。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせて送付する議決権
行使書用紙を会場受付にご提出くださ
い。

本招集ご通知とあわせて送付する議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月27日（木曜日）
午前10時30分（受付開始：午前10時）

2024年６月26日（水曜日）
午後５時20分到着分まで

2024年６月26日（水曜日）
午後５時20分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・４・５・６号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２・３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

株式会社電算

（
切
取
線
）

株式会社電算

株式会社電算

××××年　×月××日

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたし
ます。インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブ
サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向
けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行
使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行
使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷
移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

株式会社電算

株式会社電算

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を
ご入力ください。

2

「議決権行使コード」を
入力

「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を
ご入力ください。

3

「パスワード」を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9:00～21:00）

－ 4 －
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第１号議案定款一部変更の件

株主総会参考書類
第１号議案　定款一部変更の件

１. 提案の理由
⑴　当社は、取締役会の監督機能の強化及び業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上を図
り、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を目的として、監査等委員会設置会社に移
行いたします。
　これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規
定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
⑵　当社は、2014年10月30日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者の在り方に関する基本方針を決定するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）
（以下「本プラン」といいます。）を導入し、さらに2015年６月25日開催の当社第50期定時株主
総会、2018年６月27日開催の第53期定時株主総会及び2021年６月25日開催の第56期定時株主総
会において、株主の皆様のご承認をいただき本プランを継続いたしましたが、その有効期限は、本
総会終結の時までとなっております。
　しかしながら、近年当社を取り巻く経営環境及び市場環境は変化しており、また、2023年8月、
経済産業省より「企業買収における行動指針」が発表され、M&Aに関する公正なルール形成に向
けた原則論が示されたこと、金融商品取引法の改正により、株主の皆様が適切な判断をするために
必要な情報や時間を確保するという本プランの目的は一定程度確保されること等から、当社は、
2024年５月28日開催の当社取締役会において、本プランの有効期限終了後、本プランを継続しな
いことを決議いたしました。
　これに伴い、現行定款第８章買収防衛策並びに第49条（買収防衛策の導入等）及び第50条（対
抗措置発動等の決定機関）を削除するものであります。
⑶　上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。

　なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといた
します。

－ 5 －
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第１号議案定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

第１条～第３条 （条文省略） 第１条～第３条 （現行どおり）

（機関） （機関）
第４条 当会社は、次の機関を置く。 第４条 当会社は、次の機関を置く。
(1) 取締役会 (1) 取締役会
(2) 監査役 (2) 監査等委員会
(3) 監査役会 （削除）
(4) 会計監査人 (3) 会計監査人

第５条～第10条 （条文省略） 第５条～第10条 （現行どおり）

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の
決議をもって定め、これを公告する。

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会又
は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、
これを公告する。

３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管
理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予
約権原簿への記載または記録その他株式ならびに新株予
約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社
においては取扱わない。

３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管
理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予
約権原簿への記載または記録その他株式ならびに新株予
約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社
においては取扱わない。

（「株式取扱規程」） （「株式取扱規程」）
第12条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または

記録、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱いお
よび手数料については、法令または定款に定めるものの
ほか、取締役会において定める「株式取扱規程」によ
る。

第12条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または
記録、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱いお
よび手数料については、法令または定款に定めるものの
ほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受け
た取締役が定める「株式取扱規程」による。

第13条～第19条 （条文省略） 第13条～第19条 （現行どおり）

（取締役の員数） （取締役の員数）
第20条 当会社の取締役は、18名以内とする。 第20条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

は、14名以内とし、監査等委員である取締役の員数は、
４名以内とする。

２. 変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）

－ 6 －
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第１号議案定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（取締役の選任） （取締役の選任）
第21条 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が株主総会に出
席し、その議決権の過半数をもって行う。

第21条 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が株主総会に出
席し、その議決権の過半数をもって行う。

（新設） ２ 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取
締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。

２ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 ３ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。

（取締役の任期） （取締役の任期）
第22条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
する。

第22条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。

（新設） ２ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。

（新設） ３ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠
として選任された監査等委員である取締役の任期は、退
任した監査等委員である取締役の任期の満了する時まで
とする。

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第23条 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 第23条 代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委

員である取締役を除く。）の中から選定する。
２ 代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議に基づき、

会社の業務を執行する。
２ 代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議に基づき、

会社の業務を執行する。
３ 取締役会は、その決議によって取締役社長１名を選定
し、また必要に応じ、取締役会長１名および取締役副社
長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することが
できる。

３ 取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の中から、その決議によって取締役社長１名を選
定し、また必要に応じ、取締役会長１名および取締役副
社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定すること
ができる。

第24条 （条文省略） 第24条 （現行どおり）

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対

し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合に
は、この期間を短縮することができる。

第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前
までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短
縮することができる。

－ 7 －
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第１号議案定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

２ 取締役会は、取締役および監査役全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ることなく開催することができ
る。

２ 取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手
続きを経ることなく開催することができる。

第26条 （条文省略） 第26条 （現行どおり）

（取締役会の決議の省略） （取締役会の決議の省略）
第27条 当会社は、取締役会の決議の目的である事項について、

取締役の全員が書面または電磁的記録により同意をした
ときは、取締役会の決議があったものとみなす。ただ
し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

第27条 当会社は、取締役会の決議の目的である事項について、
取締役の全員が書面または電磁的記録により同意をした
ときは、取締役会の決議があったものとみなす。

（取締役会の議事録） （取締役会の議事録）
第28条 取締役会における議事については、法令に定めるところ

により書面または電磁的記録をもって議事録を作成し、
出席した取締役および監査役は、これに記名押印または
電子署名する。

第28条 取締役会における議事については、法令に定めるところ
により書面または電磁的記録をもって議事録を作成し、
出席した取締役は、これに記名押印または電子署名す
る。

（重要な業務執行の決定の委任）
（新設） 第29条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取

締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第５項各
号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取
締役に委任することができる。

第29条 （条文省略） 第30条 （現行どおり）

（取締役の報酬等） （取締役の報酬等）
第30条 取締役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 第31条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外

の取締役とを区別して、株主総会の決議により定める。

第31条～第32条 （条文省略） 第32条～第33条 （現行どおり）

第５章　監査役および監査役会 第５章　監査等委員会

（監査役の員数）
第33条 当会社の監査役は、４名以内とする。 （削除）

－ 8 －
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第１号議案定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（監査役の選任）
第34条 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。

（削除）

（監査役の任期）
第35条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（削除）

２ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監
査役の任期は、前任者の残存期間とする。

（常勤の監査役） （常勤の監査等委員）
第36条 常勤の監査役は、監査役会の決議により選定する。 第34条 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選

定することができる。

（監査役会の招集通知） （監査等委員会の招集通知）
第37条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３日前

までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短
縮することができる。

第35条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日
の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この
期間を短縮することができる。

２ 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手
続を経ることなく開催することができる。

２ 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく開催することができる。

（監査役会の決議の方法） （監査等委員会の決議の方法）
第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除

き、監査役の過半数をもって行う。
第36条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を

除き、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。

（監査役会の議事録） （監査等委員会の議事録）
第39条 監査役会における議事については、法令で定めるところ

により、議事録を作成し、出席した監査役は、これに記
名押印または電子署名する。

第37条 監査等委員会における議事については、法令で定めると
ころにより、議事録を作成し、出席した監査等委員は、
これに記名押印または電子署名する。

（「監査役会規程」） （「監査等委員会規程」）
第40条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもの

のほか、監査役会において定める「監査役会規程」によ
る。

第38条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定める
もののほか、監査等委員会において定める「監査等委員
会規程」による。

－ 9 －
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現 行 定 款 変 更 案

（監査役の報酬等）
第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 （削除）

（監査役の責任免除）
第42条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会

の決議をもって、同法第423条第１項の監査役（監査役で
あった者を含む。）の損害賠償責任を、同法第425条第１
項等法令の限度において免除することができる。

（削除）

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役と
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、同法第427条第１項の最低
責任限度額とする。

第43条 （条文省略） 第39条 （現行どおり）

（会計監査人の報酬等） （会計監査人の報酬等）
第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を

得て定める。
第40条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同

意を得て定める。

第45条～第48条 （条文省略） 第41条～第44条 （現行どおり）

第８章　買収防衛策 （削除）

（買収防衛策の導入等）
第49条 買収防衛策の導入、継続および廃止は、株主総会の決議

または取締役会の決議により決定することができる。
（削除）

２ 前項に定める買収防衛策の導入、継続および廃止とは、
当会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在
り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当
会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを
防止するために、当会社の発行する株式その他の権利の
買付行為に関して、当該買付行為を行う者が遵守すべき
手続きおよびこれに違反する者に対する対抗措置等を当
会社が定め、その適用を継続し、廃止することをいう。

－ 10 －
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（対抗措置発動等の決定機関）
第50条 当会社は、前条に規定する買収防衛策の定めるところに

より、新株予約権無償割当てその他の法令および定款に
より取締役会の権限として認められている措置をとる場
合または大量買付行為に関する事項については、取締役
会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の
決議による委任に基づく取締役会の決議に従い行うこと
ができる。

（削除）

（監査役の責任免除に関する経過措置）
（新設） 附則 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、第59期定時

株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前
の任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の
決議によって免除することができる。

２ 第59期定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含
む。）の行為に関する会社法第423条第１項の賠償責任を限
定する契約については、なお従前の例による。

－ 11 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 とどろき

轟
 

　
 

　
 

　
か ず

一
 

　
た

太 代表取締役社長 再 任
　

２ む ら

村
 

　
ま つ

松
 

　
ふ み

文
 

　
お

男 常務取締役 再 任
　

３ よ

依
 

　
だ

田
 

　
よ り

頼
 

　
か ず

和 取締役 再 任
　

4 よ し

吉
 

　
か わ

川
 

　
み つ

満
 

　
の り

則 取締役 再 任
　

５ ほ

穂
 

　
が わ

川
 

　
な お

尚
 

　
み

実 取締役 再任
　

６ ま す

増　
だ

田　　　
ひさし

久 ― 新 任
　

７ こ

小
 

　
ばやし

林
 

　
ひ で

秀
 

　
あ き

明 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

８ わ た

渡
 

　
な べ

辺
 

　
ま さ

雅
 

　
よ し

義 社外取締役 再 任 社 外
　

９ た

田　
な か

中　
りょう

良　
へ い

平 ― 新 任 社 外 独 立
　

社 外
　
社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社
に移行し、取締役全員（９名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）９名の選任
をお願いいたしたいと存じます。

本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じ
るものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 12 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者番号 1 とどろき

轟
 

　
か ず

一
 

 
た

太（1946年１月18日生） 所有する当社株式の数 ……58,000株 再 任
　

略歴、当社における地位、担当
    1969年    3 月 信越放送株式会社入社
    2000年    6 月 同社取締役
    2003年    6 月 同社常務取締役
    2004年    6 月 当社取締役
    2005年    6 月 当社専務取締役　

    2008年    6 月 当社代表取締役専務
    2011年    6 月 当社代表取締役社長（現任）
    2021年    5 月 株式会社ティー・エム・アール・システムズ取締役

（現任）　
重要な兼職の状況
株式会社ティー・エム・アール・システムズ取締役
株式会社メイツ長野社外取締役

株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ社外取
締役

取締役候補者とした理由
前会社で培われた経営手腕と2004年６月に当社取締役に就任以来、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてき
たことを考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断したためです。

候補者番号 2 む ら

村
 

 
ま つ

松
 

　
ふ み

文
 

 
お

男（1960年12月13日生） 所有する当社株式の数 ……6,800株 再 任
　

略歴、当社における地位、担当
    1982年    6 月 当社入社
    2010年    4 月 当社公共事業本部公共営業部長
    2014年    4 月 当社ビジネス事業本部ビジネス営業部長
    2015年    4 月 当社東京支社営業部長
    2016年    4 月 当社東京支社長　

    2017年    4 月 当社公共事業本部長
    2018年    4 月 当社営業本部長
    2019年    6 月 当社取締役営業本部担当
    2023年    6 月 当社常務取締役営業本部担当（現任）　

重要な兼職の状況
株式会社諏訪広域総合情報センタ社外取締役

取締役候補者とした理由
公共及び産業分野の営業部長、事業本部長及び営業本部長などの経験を有しています。当社の取締役として営業本部を担当するなど経営に
携わってきました。その手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と
判断したためです。

－ 13 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者番号 3 よ

依
 

 
だ

田
 

　
よ り

頼
 

 
か ず

和（1967年２月４日生） 所有する当社株式の数 ……4,200株 再 任
　

略歴、当社における地位、担当
    1987年    4 月 当社入社
    2012年    4 月 当社公共事業本部公共ソリューション１部長
    2017年    4 月 当社公共事業本部商品開発部長
    2018年    4 月 当社公共開発本部商品開発部長　

    2019年    4 月 当社公共開発本部長
    2020年    6 月 当社取締役公共開発本部担当兼ビジネス開発本部担

当公共開発本部長
    2021年    6 月 当社取締役開発本部担当開発本部長（現任）　

重要な兼職の状況
エス・ビー・ネット株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由
公共分野を中心にシステム部門の部長、商品開発部長及び開発本部長などの経験を有しています。当社の取締役として公共及び産業分野の
開発本部を担当するなど経営に携わってきました。その手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待
でき、当社取締役として適任と判断したためです。

候補者番号 4 よ し

吉
 

 
か わ

川
 

　
み つ

満
 

 
の り

則（1965年10月６日生） 所有する当社株式の数 ……6,000株 再 任
　

略歴、当社における地位、担当
    1989年    4 月 当社入社
    2013年    4 月 当社技術開発センター長
    2015年    4 月 当社技術推進本部技術開発部長
    2018年    4 月 当社技術推進本部長
    2019年    6 月 当社取締役技術推進本部担当技術推進本部長　

    2022年    11月 当社取締役技術推進本部担当兼データセンター担当
技術推進本部長兼データセンター長

    2023年    4 月 当社取締役DC・クラウドサービス推進本部担当
DC・クラウドサービス推進本部長（現任）　

重要な兼職の状況
株式会社長野県カルチャーセンター社外取締役

取締役候補者とした理由
ICT技術に関する豊富な知識を有し、当社における技術推進本部長などの経験を有しています。当社の取締役としてDC・クラウドサービ
ス推進本部を担当するなど経営に携わってきました。その手腕を考慮して、引き続き新規事業の創出による当社の事業拡大及び経営全般に
対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断したためです。

－ 14 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者番号 5 ほ

穂
 

 
が わ

川
 

　
な お

尚
 

 
み

実（1968年４月18日生） 所有する当社株式の数 ……4,400株 再 任
　

略歴、当社における地位、担当
    1993年    4 月 当社入社
    2014年    9 月 当社経営企画本部経営企画部長
    2016年    10月 株式会社ティー・エム・アール・システムズ取締役　

    2020年    6 月 当社管理本部長
    2022年    6 月 当社取締役管理本部担当兼情報開示担当管理本部長

（現任）　
重要な兼職の状況
－

取締役候補者とした理由
法務・会計に関する知識を有し、当社における経営企画部長及び管理本部長などの経験を有しています。当社の取締役として管理本部を担
当するなど経営に携わってきました。また当社グループ内で取締役を務め、その手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に
対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断したためです。

候補者番号 6 ま す

増 
だ

田　
ひ さ し

久 （1961年２月16日生） 所有する当社株式の数 ……………－ 新 任
　

略歴、当社における地位、担当
    1984年    4 月 トッパン・ムーア株式会社（現TOPPANエッジ株

式会社）入社
    2013年    4 月 トッパン・フォームズ株式会社（現TOPPANエッ

ジ株式会社）営業統括本部UD推進本部長
    2014年    4 月 同社営業統括本部第二営業本部長
    2017年    4 月 同社営業統括本部東京エリア事業部執行役員事業部

長　

    2019年    4 月 同社営業統括本部販売促進本部執行役員本部長
    2020年    4 月 TFペイメントサービス株式会社（現TOPPANエッ

ジ・ペイメンツ株式会社）顧問
    2020年    5 月 同社取締役
    2021年    5 月 同社常務取締役（2024年５月退任）　

重要な兼職の状況
－

取締役候補者とした理由
情報サービス産業における長年の業務経験と豊富な見識を有しているほか、他社における会社経営に関する豊富な経験からその手腕を考慮
して、当社の企業価値向上、事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断したためです。

－ 15 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者番号 7 こ

小
 

 
ば や し

林
 

　
ひ で

秀
 

 
あ き

明（1945年12月19日生） 所有する当社株式の数 ……7,300株

再 任
社 外
独 立

　
略歴、当社における地位、担当
    1968年    4 月 外務省入省
    1988年    7 月 在オーストラリア日本国大使館参事官
    1992年    1 月 在ポーランド日本国大使館公使
    1995年    4 月 総理府事務官　公正取引委員会事務局官房審議官
    1997年    8 月 在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使
    2000年    2 月 国際連合日本政府代表部特命全権大使　

    2001年    4 月 儀典長
    2002年    10月 東宮侍従長
    2005年    11月 在タイ日本国大使館特命全権大使
    2008年    10月 内閣府迎賓館館長
    2011年    6 月 当社社外取締役（現任）　

重要な兼職の状況
－

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
過去に社外役員となること以外で会社の経営に関与された経験はありませんが、外交官として国際政治経済についての長年の経験と知見を
有しており、引き続き当該知見を活かして特に国際性・多様性の観点から中長期的な企業価値の向上を図るための監督、助言及び業務執行
を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言が期待でき、当社社外取締役として適任と判断したためです。

候補者番号 8 わ た

渡
 

 
な べ

辺
 

　
ま さ

雅
 

 
よ し

義（1954年６月15日生） 所有する当社株式の数 ……1,200株

再 任
社 外

　
略歴、当社における地位、担当
    1978年    4 月 信越放送株式会社入社
    2011年    3 月 同社総務局長
    2013年    6 月 同社取締役テレビ局担当　

    2015年    6 月 同社常務取締役
    2017年    6 月 同社代表取締役社長（現任）
    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）　

重要な兼職の状況
信越放送株式会社代表取締役社長
株式会社エステート長野代表取締役社長
株式会社エステート長野サービス代表取締役社長
株式会社長野県カルチャーセンター代表取締役副社長
株式会社メイツ長野社外取締役

株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ社外取
締役
株式会社ながのアド・ビューロ社外取締役
株式会社ながのコミュニティ放送社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
他社における会社経営に関する豊富な経験と知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に企業経営の観点から経営方針・経営戦略
について監督、助言いただくこと及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から当社の経営全般に対する助言が期待でき、当社
社外取締役として適任と判断したためです。

－ 16 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

候補者番号 9 た

田 
な か

中　
り ょ う

良 
へ い

平（1984年10月27日生） 所有する当社株式の数 ……………－

新 任
社 外
独 立

　
略歴、当社における地位、担当
    2013年    12月 弁護士登録（長野県弁護士会）
    2013年    12月 田中善助法律事務所入所（現任）　

    2019年    6 月 社会福祉法人グリーンアルム福祉会監事（現任）
    2021年    6 月 特定医療法人新生病院理事（現任）　

重要な兼職の状況
田中善助法律事務所 弁護士

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士として、高度な専門知識を有していることに加え、各種法人の監事・理事を務めるなどの豊富な知見と経験を有しています。当該知
見を活かして特に企業法務の観点から経営方針・経営戦略について監督、助言いただくこと及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的
な視点から当社の経営全般に対する助言が期待でき、当社社外取締役として適任と判断したためです。なお、同氏は会社の経営に直接関与
された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しております。

(注) １. 各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2024年３月31日時点における株式数で記載しておりま
す。

２. 取締役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。
① 轟一太氏は、株式会社メイツ長野及び株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ

の社外取締役を兼務しております。当社は株式会社メイツ長野との間に事務スタッフ受け入れ等の
人材派遣関係及びシステム利用料等の取引関係、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コ
ミュニティとの間にインターネットサービス等の取引関係があります。

② 渡辺雅義氏は、信越放送株式会社、株式会社エステート長野及び株式会社エステート長野サービス
の代表取締役社長、株式会社長野県カルチャーセンターの代表取締役副社長、株式会社メイツ長
野、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ、株式会社ながのアド・ビューロ
及び株式会社ながのコミュニティ放送の社外取締役を兼務しております。当社は信越放送株式会
社、株式会社エステート長野及び株式会社長野県カルチャーセンターとの間にシステム利用料等の
取引関係、株式会社エステート長野サービスとの間に保険契約の関係、株式会社メイツ長野との間
に事務スタッフ受け入れ等の人材派遣関係及びシステム利用料等の取引関係、株式会社インフォメ
ーション・ネットワーク・コミュニティとの間にインターネットサービス等の取引関係、株式会社
ながのアド・ビューロとの間に広告宣伝及びシステム利用料等の取引関係、株式会社ながのコミュ
ニティ放送との間に広告宣伝及びインターネットサービス等の取引関係があります。

③ その他の候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

－ 17 －
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第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

３. 小林秀明氏、渡辺雅義氏及び田中良平氏は、社外取締役候補者であります。
当社は小林秀明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任さ

れた場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、田中良平氏は、当社が定
める「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお
り、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。

４. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
小林秀明氏及び渡辺雅義氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役として

の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって小林秀明氏が13年、渡辺雅義氏が２年となります。
５. 社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は小林秀明氏及び渡辺雅義氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第
425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、各社外取締役候補者が選任された場合
は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「３.(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載
のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

７. 当社は、基本的に特別な利害関係を有しておらず、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれのない独
立性を有している方を、社外取締役に選任する方針であります。また、利害関係を有している場合で
も、重要性等を検討し、客観的視点から当社経営に対し提言をいただける方を、社外取締役に選任する
方針であります。

－ 18 －
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第３号議案監査等委員である取締役選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 うるし

漆
 

　
は ら

原
 

　
み ち

道
 

　
お

雄 常勤監査役 新 任
　

2 こ

小
 

　
い で

出
 

　
さ だ

貞
 

　
ゆ き

之 社外監査役 新 任 社 外 独 立
　

3 み や

宮
 

　
さ か

坂
 

　
な お

直
 

　
よ し

慶 社外監査役 新 任 社 外 独 立
　

社 外
　
監査等委員である社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号 1 う る し

漆
 

 
は ら

原
 

　
み ち

道
 

 
お

雄 （1961年10月２日生） 所有する当社株式の数 ………500株 新 任
　

略歴、当社における地位
    1985年    4 月 当社入社
    2009年    4 月 当社新潟支社長兼新潟支社営業部長
    2014年    4 月 当社データセンター企画管理部長　

    2016年    4 月 当社経営企画本部販売企画推進部長
    2017年    7 月 当社内部監査室長
    2021年    6 月 当社常勤監査役（現任）　

重要な兼職の状況
－

監査等委員である取締役候補者とした理由
当社における支社長、支社営業部長、データセンター企画管理部長、販売企画推進部長及び内部監査室長としての豊富な経験、幅広い知見
を有しています。また、当社の監査役として業務執行全般の監査を行ってきた経験から、監査等委員である取締役として適任と判断したた
めです。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社
に移行いたします。
　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じ
るものといたします。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 19 －
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第３号議案監査等委員である取締役選任の件

候補者番号 2 こ

小
 

 
い で

出
 

　
さ だ

貞
 

 
ゆ き

之（1947年６月18日生） 所有する当社株式の数 ……1,100株

新 任
社 外
独 立

　
略歴、当社における地位
    1970年    4 月 株式会社八十二銀行入行
    2000年    6 月 同行執行役員企画部長
    2002年    6 月 同行常務執行役員諏訪支店長
    2004年    6 月 同行常務取締役　

    2007年    6 月 同行代表取締役副頭取
    2011年    4 月 長野経済研究所理事長
    2013年    6 月 当社社外監査役（現任）　

重要な兼職の状況
株式会社守谷商会社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識及び監督能力を反映し、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただい
ており、当該知見を活かして、特に企業経営の観点から取締役の職務執行に対する監督、助言及び監査体制の強化に対する適切な役割が期
待でき、監査等委員である社外取締役として適任と判断したためです。

候補者番号 3 み や

宮
 

 
さ か

坂
 

　
な お

直
 

 
よ し

慶（1969年１月７日生） 所有する当社株式の数 ……………－

新 任
社 外
独 立

　
略歴、当社における地位
    1995年    4 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
    2000年    4 月 公認会計士登録
    2003年    8 月 公認会計士宮坂直慶事務所代表（現任）
    2008年    7 月 ながの公認会計士共同事務所代表（現任）　

    2019年    6 月 当社社外監査役（現任）
    2021年    5 月 株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役

（現任）　
重要な兼職の状況
公認会計士宮坂直慶事務所代表
ながの公認会計士共同事務所代表

株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士の資格を有しており、また会計監査業務の経験から企業財務・経理に精通しております。当社の社外監査役としての職務を適切
に遂行いただいており、当該知見を活かして、特に会計監査の観点から取締役の職務執行に対する監督、助言及び監査体制の強化に対する
適切な役割が期待でき、監査等委員である社外取締役として適任と判断したためです。なお、同氏は会社の経営に直接関与された経験はあ
りませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しております。
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第３号議案監査等委員である取締役選任の件

(注) １. 各監査等委員である取締役候補者の所有する当社の株式数は、2024年３月31日時点における株式数で
記載しております。

２. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３. 小出貞之氏及び宮坂直慶氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

　当社は小出貞之氏及び宮坂直慶氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。なお、小出貞之氏及び宮坂直慶氏の選任が承認された場合には、両氏を引き続き
独立役員とする予定であります。

４. 監査等委員である社外取締役候補者が監査役に就任してからの年数について
　小出貞之氏及び宮坂直慶氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本
定時株主総会終結の時をもって小出貞之氏が11年、宮坂直慶氏が５年となります。

５. 監査等委員である社外取締役候補者との責任限定契約について
　当社は小出貞之氏及び宮坂直慶氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第
425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、両氏の選任が承認された場合には、同
様の責任限定契約を締結する予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「３.(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載
のとおりです。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

７. 当社は、基本的に特別な利害関係を有しておらず、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれのない独
立性を有している方を、監査等委員である社外取締役に選任する方針であります。また、利害関係を有
している場合でも、重要性等を検討し、客観的視点から当社経営に対し提言をいただける方を、監査等
委員である社外取締役に選任する方針であります。
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第３号議案監査等委員である取締役選任の件

氏名
主たる専門性・経験

企業
経営

公共
政策

ICT・
システム開発

財務・
会計

人事・
人材開発

法務・
内部統制

営業・
マーケティング

国際性・
多様性

轟　一太 ● ● ●

村松　文男 ● ●

依田　頼和 ● ●

吉川　満則 ● ●

穂川　尚実 ● ●

増田　久 ● ●

小林　秀明 ● ●

渡辺　雅義 ● ●

田中　良平 ● ●

漆原　道雄 監 査
　

● ●

小出　貞之 監 査
　

● ●

宮坂　直慶 監 査
　

● ●

監 査
　監査等委員である取締役

【ご参考】本定時株主総会後の取締役の主たる専門性・経験（スキル・マトリックス）（予定）
　当社は、長期的な企業業績の維持向上および持続的な企業価値の向上を図ることを取締役会の責務とし、
取締役会を経験や専門知識等の背景が異なり、多様な知見を備えたバランスのとれた構成とすることとして
おります。
(注) １. 各氏の主たる専門性・経験を最大３つまで記載しています。各氏の有するすべての知見・経験を表

すものではありません。
２. 必要に応じて外部（監査法人、弁護士等）との連携により、専門的な知識・スキルを強化する体制

を構築しております。
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第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社
に移行いたします。
　当社の取締役の報酬額は、2002年６月28日開催の第37期定時株主総会において、年額300,000千円
以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会
設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬額を定めることとし、年額300,000千円以内とさせていただきたいと存じます。
　なお、当社における第59期事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の
概要は、事業報告「３.(5) 取締役及び監査役の報酬等」の記載のとおりであるところ、本議案をご承認
いただいた場合には、その対象を取締役（監査等委員である取締役を除く。）とする旨等の変更をする
ことを予定しております。
　本議案の内容は、上記変更後の方針に沿う内容となっており、また、当社の事業規模、役員報酬体系
やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を勘案したものであることから、相当であるもの
と考えております。
　また、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
　現在の取締役は９名（うち、社外取締役３名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の員数は、第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認可決されますと、９名（うち、社
外取締役３名）となります。
　なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力
を生じるものといたします。
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第５号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社
に移行いたします。
　つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とさせていただきたいと存
じます。
　本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向
等を総合的に勘案して決定したものであることから、相当であると考えております。
　本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第１号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決さ
れますと３名となります。
　なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力
を生じるものといたします。
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第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額
等及び内容の決定の件

　当社は、2018年６月27日開催の第53期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環とし
て、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との
一層の価値共有を進めることを目的として、取締役（社外取締役を含む。）に対して譲渡制限付株式の
付与のための報酬を支給することとし、その報酬を金銭債権として、取締役の報酬額（年額300,000千
円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）の枠内で、年額50,000千円以内（うち、社外取締役
7,500千円以内）とすることについてご承認いただきましたが、第１号議案「定款一部変更の件」が原
案どおり承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。
　つきましては、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員でない社外取締役を含み、
監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与の
ために支給する報酬の総額を、第４号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定
の件」においてご承認をお願いしております取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（年
額300,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）の枠内で、年額50,000
千円以内（うち、社外取締役7,500千円以内）とさせていただきたいと存じます。
　本議案の内容は、第４号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」に記
載の変更後の当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿う内容となっており、また、上記の制度の
導入目的、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合
的に勘案して決定したものであることから、相当であると考えております。
　現在の取締役は９名（うち、社外取締役３名）であり、本議案に係る対象取締役の員数は、第１号議
案及び第２号議案が原案どおり承認可決されますと、９名（うち、社外取締役３名）となります。
　なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力
を生じるものといたします。
　対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給
付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社
の普通株式の総数は年30,000株以内（うち、社外取締役は4,500株以内とし、本議案が承認可決された
日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みま
す。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数
を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。）とします。なお、その１株当たりの払込金額は各取締
役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立し
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第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。また、これによる当社の普通株式の発行
又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下
「本割当契約」といいます。）を締結するものとします（本割当契約により割当てを受けた当社の普通
株式を、以下「本株式」といいます。）。
⑴ 譲渡制限期間
　対象取締役は、本株式の割当てを受けた日から30年間までの間で当社の取締役会が予め定めた期
間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
てはならない。
⑵ 譲渡制限の解除条件
　対象取締役が継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本譲渡制限
期間の満了をもって譲渡制限を解除する。ただし、死亡又は任期満了により当社の取締役会が予め定
める地位を喪失した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、譲渡制限を解除
する本株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
⑶ 無償取得事由
① 取締役が、本譲渡制限期間の満了日までに、当社の取締役会が予め定める地位を喪失した場合に

は、死亡または任期満了その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除き、当社は本
株式の全部を無償で取得する。

② その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。
⑷ 組織再編等における取扱い
　上記⑴の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社
が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総
会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の
取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始から当該承認の日ま
での期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制
限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲
渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。
⑸ その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以　上
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事業の経過及びその成果、*―売上高・営業利益の推移グラフ*

事業報告（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による活動制限の緩和や同感染症
の５類への引下げのほか、企業収益の改善や設備投資の持ち直し等により、緩やかに回復しておりま
す。先行きにつきましては、雇用・所得環境が改善するなか、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が
続くことが期待される一方、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

情報サービス産業におきましては、ソフトウェア投資は増加しており、政府主導のデジタル基盤整備
の推進や、生成AI※1の急速な発展と市場拡大が見込まれる等、堅調な企業収益等を背景に、持ち直し傾
向が続くことが期待されます。

このような状況の中、当社グループは以下の重点施策と事業の推進を行いました。
①国が定める標準仕様に準拠したシステムの計画的な開発、デジタル田園都市国家構想の実現に向け

た行政サービスのデジタル化に寄与する製品・サービスや、観光分野の新サービスの提案及び受注
活動。

②リース業向けのリース業務パッケージ、医療福祉機関向けの病院情報関連システム、製造業向けの
販売管理システム、AI関連システム等の提案及び受注活動。

③新規事業、新サービスの開発や新技術への対応等、さらなる事業の拡大と中長期的な企業価値向上
につながる、積極的な事業提携※2の推進。

④デジタル人材の確保と育成に向けた、全社的な教育計画の策定と実行。

※１ 学習したデータをもとに、文章、画像等の新しいコンテンツを自動的に生成する人工知能のこと。
※２ 当連結会計年度の事業提携実績

2023年６月30日 Intumit Inc.（インツミット株式会社）とAI分野に関する包括的協業契約を締結
2023年10月31日 TOPPANエッジ株式会社と資本業務提携契約を締結
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事業の経過及びその成果、*―売上高・営業利益の推移グラフ*

■公共分野の状況
公共分野におきましては、住民税、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、健康管理等の受託処

理及び基幹系システムのリプレイス、自治体情報セキュリティ対策における機器等のリプレイス作業を
進めました。

当連結会計年度は、国が創設した「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用した地方公共団体の取
り組みを積極的に支援し、自治体窓口DX推進サービスとして、住民向け総合窓口スマートフォンアプ
リを提供しました。また、VR※1、AR※2等の技術を活用した観光向けデジタルコンテンツを構築しまし
た。

総合行政情報システム「Reams」における既存顧客に対しては、４団体の基幹系システムと11団体
の情報系システムのリプレイスを行いました。また、10団体の自治体情報セキュリティ対策における
機器等のリプレイスを行ったほか、コンビニ交付システムを４団体に提供しました。

システム提供サービスでは、森林環境税の創設、個人住民税の特別徴収税額通知の電子化、低所得の
子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、国民健康保険の産前産後期間の保険料免除措置
等、各種法制度改正への対応等を行いました。

研究開発では、標準仕様に準拠した総合行政情報システム「Reams」の開発を、継続して実施して
おります。

これらの結果、公共分野の売上高は113億24百万円（前連結会計年度比12.9％減）、営業利益は８億
92百万円（前連結会計年度比55.5％減）となりました。

※１ 仮想現実（Virtual Reality）の略。コンピューターによって創り出された仮想的な空間等を現実であるかのように
疑似体験できる技術のこと。

※２ 拡張現実（Augmented Reality）の略。コンピューターによって、現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技
術のこと。

■産業分野の状況
産業分野におきましては、リース業向けのリース業務パッケージ、製造・流通業向けの販売管理シス

テム・生産管理システムの開発と導入作業のほか、医療福祉機関向けの電子カルテ・医事会計システ
ム・介護支援システム等の導入とリプレイスを進めました。

当連結会計年度は、主力製品であるリース業務パッケージについて、３社が予定どおり稼働しまし
た。また、現在、新規稼働に向けた開発及び準備を行っております。
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事業の経過及びその成果、*―売上高・営業利益の推移グラフ*

医療福祉機関向けのシステム提供サービスでは、電子カルテシステム・医事会計システムを含む病院
総合情報システムについて、１病院に導入し、２病院のリプレイスを行いました。また、７団体の介護
支援システムのリプレイスを行いました。

製造・流通業向けのシステム提供サービスでは、販売管理システムについて５社のリプレイスを行い
ました。生産管理システムでは、新たに２社を受注しました。また、AI外観検査システム「Observe 
AI」を２社に提供しました。

データセンターサービスでは、仮想サーバーサービスを12社へ提供し、インターネット事業では、
17社のコンテンツ管理システムのリプレイスを実施しました。

これらの結果、産業分野の売上高は46億49百万円（前連結会計年度比3.3％減）、営業利益は３億87
百万円（前連結会計年度比23.6％減）となりました。

■新技術・新サービスへの取り組み
新技術への取り組みとして、2023年５月からChatGPTの業務利用を開始しました。利用開始にあた

り、ChatGPTを安全に利用するためのガイドラインの策定やAPI※を利用した社内向け機能の構築を行
いました。その後、12月にGitHub Copilotを導入し、生成AIを活用したプログラムのコード生成やレ
ビューを行いました。また、2024年３月にCopilot for Microsoft 365を導入し、文書の下書きやプレ
ゼンテーション資料の作成において生成AIの活用を開始しました。日々新たな生成AIが発表されてい
ますが、今後も業務効率や品質の向上につながる技術を積極的に取り入れてまいります。

新サービスへの取り組みとして、生成AIチャットボット「SmartRobot×Azure OpenAI Service」
の販売を新たに開始したほか、「クラウド文書保管サービス」をリリースしました。「クラウド文書保
管サービス」は、電子帳簿保存法における「電子取引データ保存」に対応しており、様々な文書をデー
タセンター内で安全に長期保管できるサービスです。当社のワークフローシステムや販売管理システム
と組み合わせて提案を行い、23社に提供しました。

※ ソフトウェア、プログラム等をつなぐインターフェースのこと。
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事業の経過及びその成果、*―売上高・営業利益の推移グラフ*

■当連結会計年度の業績
当連結会計年度は、公共分野では、森林環境税の創設や個人住民税の特別徴収税額通知の電子化等の

法制度改正への対応、自治体情報セキュリティ対策における機器等のリプレイス、基幹系システム等の
リプレイス、デジタル田園都市国家構想交付金事業への対応、標準準拠システムへの移行に向けた支援
業務対応等で売上、利益を確保しました。

また、産業分野では、リース業務パッケージ、販売管理システム、医療機関向けの総合情報システム
や電子カルテシステム、生産管理システムの導入・リプレイス、民間企業向けの機器販売等で売上、利
益を確保しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は159億74百万円（前連結会計年度比10.3％減）、営業利益は
12億90百万円（前連結会計年度比48.4％減）、経常利益は12億33百万円（前連結会計年度比50.8％
減）及び親会社株主に帰属する当期純利益は８億98百万円（前連結会計年度比44.2％減）となりまし
た。

15,97416,098 17,306 17,804

第56期 第59期第58期第57期

（単位：百万円）売上高

1,2901,154 1,245

2,503

第56期 第59期第58期第57期

（単位：百万円）営業利益

売上高・営業利益の推移
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*―セグメント別売上高・営業利益、業務の種類別売上高*、*―売上高グラフ*

セ グ メ ン ト 売上高
（千円）

前連結会計年度比
（％）

セグメント利益
（千円）

前連結会計年度比
（％）

公 共 分 野 11,324,811 87.1 892,698 44.5
産 業 分 野 4,649,836 96.7 387,231 76.4
調 整 額 － － 10,883 －
合 計 15,974,648 89.7 1,290,813 51.6

業 務 の 種 類 売上高
（千円）

前連結会計年度比
（％）

構成比
（％）

情 報 処 理 ・ 通 信 サ ー ビ ス 3,386,080 99.2 21.2
ソフトウェア開発・システム提供サービス 6,323,283 88.8 39.6
シ ス テ ム 機 器 販 売 等 2,981,195 77.0 18.7
そ の 他 関 連 サ ー ビ ス 3,284,089 96.6 20.5
合 計 15,974,648 89.7 100.0

セグメント別売上高・営業利益

（注）セグメント利益の算定にあたり、営業費用の配賦方法を当社の経営管理手法により即したものとし、セグメント利益の
実態をより明瞭に表示するために、当社の管理部門等のうち、報告セグメントに帰属しない費用については「調整額」
に含めております。

業務の種類別売上高

（注）業務の主な内容は、「⑺　主要な事業内容」をご覧ください。

産業分野
4,649百万円
（29.1％）

公共分野
11,324百万円
（70.9％）

セグメント別
売上高

その他関連サービス
3,284百万円
（20.5％）

システム機器販売等
2,981百万円
（18.7％）

ソフトウェア開発・
システム提供サービス

6,323百万円
（39.6％）

情報処理・通信サービス
3,386百万円
（21.2％）

業務の種類別
売上高
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設備投資等の状況、資金調達の状況

主 な 設 備 投 資 内 容 投 　 資 　 額 （ 百 万 円 ）

本社標準準拠システム開発 693

本社ネットワーク機器更新 41

データセンター仮想基盤用サーバ・ストレージ更新 37

データセンターReams/SaaS向け機器新設 22

本社PBX（電話交換機）更新工事 15

⑵ 設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資等の総額は９億10百万円で、その主なもの
は、次のとおりであります。

⑶ 資金調達の状況
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額80億50百万円の当

座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入実行残高は21億72百万円であります。
また、2023年11月には、当社において、第三者割当による自己株式の処分を実施し、11億81百万円
の資金調達を行いました。
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対処すべき課題

対 処 す べ き 課 題 具 体 的 な 内 容

① 自治体情報システムの標準化・
共通化の対応

・標準仕様に準拠した総合行政情報システム「Reams」の開発及び2025年度末まで
の確実な移行に向けた計画策定と実行。

・業務の効率化や行政サービスの向上につながる製品やサービスの提供。

② ビジネス環境の変化への対応

・デジタル田園都市国家構想の実現に向けた「書かない窓口」「住民向け情報アプ
リ」「デジタルスタンプラリー」等の自治体DX推進ソリューションの展開。

・協業各社との積極的な技術交流・情報交換により、新たな顧客への販売機会の獲得
と双方の強みを融合した新規事業の開発。

・環境に配慮したデータセンターサービスの提供等、顧客が求めるサービスの創出と
提供。

③ 社会や顧客からの信頼と期待に
応えるサービス品質の維持と向
上

・開発工程で実施すべきプロセスの監視に加えて、品質改善に直接つながる開発プロ
セスの運用指導を実施し、一定水準の品質レベルを確保。

・より競争力のあるサービスの構築を目的とした、新たな技術を利用したモダン化と
基幹システムの更改に向けた計画の策定及び実行。

・サービスの品質向上、収益拡大に向けた設備及び人への計画的な投資。

④ 中長期的な事業成長をもたらす
職場環境の醸成

・個人の自律的な成長や学び直しを後押しし、支援する教育体制の確立。
・社員と会社が目標を共有し、共に成長できる関係の構築に向けた施策の実行。

⑷ 対処すべき課題
当社の主力事業分野の１つである地方公共団体向けのソリューションサービスは、国家主導でのデジ
タル化の強力な推進や業務プロセス及びシステムの標準化の流れが顕著な分野であります。当社は、国
が示す標準仕様に準拠した総合行政情報システム「Reams」の開発及び2025年度末までの確実な移行
を進めるとともに、デジタル田園都市国家構想の実現に向けた自治体DX推進ソリューションの展開を
引き続き行い、新たな事業機会を創出していくこと、また、提携企業とのアライアンス強化による新規
事業の開発を進めていくことが重要であると考えております。
情報システム開発を支える人材に目を移しますと、新商品を開発していくうえでは、新たな技術への
対応力と開発力が必要不可欠であり、継続的な人材の確保と開発力の向上が必要です。
以上を踏まえ、当社では、喫緊に対処すべき課題について、次のとおり具体的な取り組み内容を定め
ます。
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財産及び損益の状況の推移

区 分
第56期

(2021年３月期)
第57期

(2022年３月期)
第58期

(2023年３月期)
第59期

(2024年３月期)
(当連結会計年度)

売　上　高　　　　　　（千円） 16,098,419 17,306,483 17,804,937 15,974,648
経常利益　　　　　　　（千円） 1,108,557 1,242,594 2,507,109 1,233,744
親会社株主に帰属する
当期純利益　　　　　　（千円） 599,049 859,281 1,611,829 898,610

１株当たり当期純利益　　（円） 109.61 171.75 321.46 169.29
総　資　産　　　　　　（千円） 19,736,299 20,773,298 20,179,428 19,547,803
純　資　産　　　　　　（千円） 6,719,610 7,412,628 8,921,040 10,830,980
１株当たり純資産額　　　（円） 1,341.31 1,476.85 1,775.89 1,867.72

15,974,64816,098,419 17,306,483
17,804,937

第56期
(2021年３月期)

第59期
(2024年３月期)

第58期
(2023年３月期)

第57期
(2022年３月期)

（単位：千円）売上高

1,233,7441,108,557 1,242,594

2,507,109

第56期
(2021年３月期)

第59期
(2024年３月期)

第58期
(2023年３月期)

第57期
(2022年３月期)

（単位：千円）経常利益

898,610

599,049
859,281

1,611,829

第56期
(2021年３月期)

第59期
(2024年３月期)

第58期
(2023年３月期)

第57期
(2022年３月期)

（単位：千円）親会社株主に帰属する当期純利益

169.29
109.61

171.75

321.46

第56期
(2021年３月期)

第59期
(2024年３月期)

第58期
(2023年３月期)

第57期
(2022年３月期)

（単位：円）1 株当たり当期純利益

19,547,803

10,830,980

19,736,299 20,773,298 20,179,428

第56期
(2021年３月期)

第59期
(2024年３月期)

第58期
(2023年３月期)

第57期
(2022年３月期)

8,921,0407,412,6286,719,610

（単位：千円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

1,867.72

1,341.31
1,476.85

1,775.89

第56期
(2021年３月期)

第59期
(2024年３月期)

第58期
(2023年３月期)

第57期
(2022年３月期)

（単位：円）1 株当たり純資産

⑸ 財産及び損益の状況の推移

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均の株式数により算出しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容
株式会社ティー・エム・
アール・システムズ

30百万円 100.0％
医療情報システムの開発・
販売

⑹ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

分 野 事 業 内 容

① 公共分野
主に地方公共団体及び関係する諸団体向けに、システム提供サービス、機器システ
ム・用品販売、情報処理サービス、データセンターサービス等の各種サービスを提
供しております。

② 産業分野

主に民間企業及び医療・福祉機関向けに、ソフトウェア開発、機器システム・用品
販売、情報処理サービス、データセンターサービス等の各種サービスを提供してお
ります。
また、一般個人向けにインターネットサービスも提供しております。

業 務 の 種 類 事 業 内 容

① 情報処理・通信サービス
ア. 情報処理サービス
イ. インターネットサービス
ウ. データセンターサービス

② ソフトウェア開発・システム提供サービス ア. ソフトウェア開発
イ. システム提供サービス

③ システム機器販売等 ア. 機器システム・用品販売

④ その他関連サービス ア. その他システム関連サービス
イ. 機器賃貸・保守サービス

⑺ 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
各分野における事業内容は、以下のとおりです。

また、業務の種類別の事業内容は、以下のとおりです。
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先及び借入額

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 長 野 県 長 野 市 北 関 東 S S 埼 玉 県 さ い た ま 市
東 京 支 社 東 京 都 中 央 区 佐 渡 S S 新 潟 県 佐 渡 市
新 潟 支 社 新 潟 県 新 潟 市 上 越 S S 新 潟 県 上 越 市
佐 久 支 社 長 野 県 佐 久 市 名 古 屋 S S 愛 知 県 名 古 屋 市
松 本 支 社 長 野 県 松 本 市 － －
飯 田 支 社 長 野 県 飯 田 市 － －
山 梨 支 社 山 梨 県 甲 府 市 － －

名 称 所 在 地
株 式 会 社 テ ィ ー ・ エ ム ・ ア ー ル ・ シ ス テ ム ズ 東 京 都 中 央 区

⑻ 主要な営業所（2024年３月31日現在）
① 当社

（注）SSは、サポートサービスセンターを指します。

② 子会社

セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

公共分野 312名（31名） 15名減（５名増）

産業分野 126名（21名） ５名減（５名増）

セグメント計 438名（52名） 20名減（10名増）

全社（共通） 163名（48名） ６名減（５名増）

合計 601名（100名） 26名減（15名増）

⑼ 従業員の状況（2024年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含みます）で
あり、臨時雇用者数（契約社員、嘱託社員を指し、派遣社員は含みません）は、期中の平均人員を（ ）内に外数
で記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門及びセグメントに含まれない開発・運用等の部門に所属
しているものであります。
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従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

580名（95名） 23名減（15名増） 45.4歳 19.9年

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます）であり､臨時雇用者数
（契約社員、嘱託社員を指し、派遣社員は含みません）は、期中の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

借 入 先 借 　 　 　 入 　 　 　 額 （ 千 円 ）

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 2,486,000

株 式 会 社 長 野 銀 行 732,000

長 野 県 信 用 組 合 248,000

⑽ 主要な借入先及び借入額（2024年３月31日現在）
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２. 会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）
⑴ 発行可能株式総数 20,000,000株

⑵ 発行済株式の総数 5,837,200株

⑶ 株主数 7,530名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

信 越 放 送 株 式 会 社 2,049,100 35.38

T O P P A N エ ッ ジ 株 式 会 社 880,000 15.19

信 濃 毎 日 新 聞 株 式 会 社 289,200 4.99

電 算 従 業 員 持 株 会 258,703 4.47

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 128,400 2.22

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 120,000 2.07

株 式 会 社 長 野 銀 行 101,600 1.75

株 式 会 社 エ ス テ ー ト 長 野 92,000 1.59

東 芝 デ ジ タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 72,000 1.24

長 野 県 信 用 組 合 60,000 1.04

株 式 数 （ 株 ） 交 付 対 象 者 数 （ 名 ）

取締役（社外取締役を除く） 13,900 ６

社外取締役 2,100 ３

監査役 － －

⑷ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（45,381株）を控除して計算しております。

⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
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処分株式の種類及び数 普通株式　760,000株

処分価額 １株につき1,555円

処分価額の総額 1,181,800,000円

処分方法 第三者割当による処分

処分先 TOPPANエッジ株式会社

処分期日 2023年11月17日

処分後の自己株式数 45,381株

（注）１. 当社の株式報酬の内容につきましては、「３.(5) 取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。
２. 当社は、2023年７月19日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年８月

17日付で取締役（社外取締役を含む。）９名に対し自己株式16,000株の処分を行っております。この譲渡制限付
株式は、2053年８月16日までの間、譲渡、担保権の設定その他処分をすることができないものとされておりま
す。

⑹ その他株式に関する重要な事項
2023年10月31日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり自己株式を処分いたしました。
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３．会社役員に関する事項

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 轟 　 　 　 一 　 太
株式会社ティー・エム・アール・システムズ取締役
株式会社メイツ長野社外取締役
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ社外取締役

代 表 取 締 役 専 務 丸 山 沢 水

常 務 取 締 役 村 松 文 男 営業本部担当
株式会社諏訪広域総合情報センタ社外取締役

取 締 役 吉 川 満 則 DC・クラウドサービス推進本部担当DC・クラウドサービス推進本部長
株式会社長野県カルチャーセンター社外取締役

取 締 役 依 田 頼 和 開発本部担当開発本部長
エス・ビー・ネット株式会社社外取締役

取 締 役 穂 川 尚 実 管理本部担当兼情報開示担当管理本部長
取 締 役 小 林 秀 明

取 締 役 宇 都 宮 　 進 　 一

株式会社Ｕホールディングス代表取締役会長兼社長
長野トヨタ自動車株式会社代表取締役会長兼社長
トヨタエルアンドエフ長野株式会社代表取締役会長
株式会社トヨタレンタリース長野代表取締役会長
株式会社ユー・ボディアンドペインティング代表取締役会長
宇都宮商会株式会社代表取締役会長
株式会社ユー・リアルエステート代表取締役会長
株式会社長野県自動車会館代表取締役
株式会社共立プラニング社外取締役
株式会社アサヒエージェンシー社外取締役
長野朝日放送株式会社社外取締役
丸子警報器株式会社社外取締役
長野県信用組合総代

取 締 役 渡 辺 雅 義

信越放送株式会社代表取締役社長
株式会社エステート長野代表取締役社長
株式会社エステート長野サービス代表取締役社長
株式会社長野県カルチャーセンター代表取締役副社長
株式会社メイツ長野社外取締役
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ社外取締役
株式会社ながのアド・ビューロ社外取締役
株式会社ながのコミュニティ放送社外取締役

⑴ 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
常 勤 監 査 役 漆 原 道 雄
監 査 役 小 出 貞 之 株式会社守谷商会社外取締役

監 査 役 宮 坂 直 慶
公認会計士宮坂直慶事務所代表
ながの公認会計士共同事務所代表
株式会社ティー・エム・アール・システムズ監査役

監 査 役 石 田 和 彦
信濃毎日新聞株式会社監査役
株式会社ながのコミュニティ放送社外取締役
長野朝日放送株式会社社外取締役
株式会社メイツ長野社外取締役

（注）１. 取締役 小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 小出貞之氏、宮坂直慶氏及び石田和彦氏は、社外監査役であります。
３. 監査役 宮坂直慶氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。
４. 当社は、取締役 小林秀明氏及び宇都宮進一氏並びに監査役 小出貞之氏、宮坂直慶氏及び石田和彦氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑵ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⑶ 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

⑷ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おります。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担
しておりません。当該保険契約により、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、
被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を填補することとしております。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄などの犯罪行為や意
図的に違法行為を行った被保険者自身の損害等は補償対象としないこととしております。
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区 分 報 酬 等 の 総 額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数

（名）固 定 報 酬 業 績 連 動
報 酬

譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬

取 締 役
(社外取締役を除く) 133,435 89,687 22,017 21,730 ６

監 査 役
( 社 外 監 査 役 を 除 く ) 13,710 13,080 630 － １

社 外 取 締 役 22,090 18,780 － 3,310 ３

社 外 監 査 役 12,360 12,360 － － ３

⑸ 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定
方針を決議しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 月額固定報酬（基本報酬および役位報酬）と業績連動報酬、株式報酬を基本構成要素とし、各役

職に応じた報酬体系とする。
b. 当社業績および株式価値の連動性を明確にし、株主との価値共有を進めることを目的に、役員に

対し株式累積投資制度を導入する。
c. 中長期的な業績や株式価値と連動する投資制度として、インセンティブプランを設け、持続的な

企業価値向上への動機づけを図る。
d. 業務執行から独立した社外取締役の報酬は、月額固定報酬のみで構成し、業績連動報酬は支給し

ない。
以上に基づき、当社の取締役の報酬決定について、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会

社業績、貢献度等を斟酌し、社外取締役を含む取締役会の責任の下で、その授権を受けた代表取締役
が決定します。

これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が
決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等
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（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 業績連動報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、役位ごとに定める「業績報酬基礎

額」に対し、各事業年度の売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合い及び貢献度合いを総合的に勘案して個
人別に決定した「業績支給率」を乗じて算定しております。業績連動報酬の算定に用いた当事業年度の売上高及び
営業利益の実績は、売上高が15,504,032千円、営業利益が1,250,799千円です。目標となる業績指標とその値
は、年度経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っております。

３. 非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式であり、譲渡制限付株式の割当株式数については、取締役会にて決議された
「譲渡制限付株式報酬規程」の定めに従って算定しております。また、上記の譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の
総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。なお、当事業年度における交付状況は「２．(5)
当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

４. 取締役の報酬限度額は、2002年６月28日開催の第37期定時株主総会において、年額300,000千円以内（ただし、
使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、15名（うち、
社外取締役は３名）です。

また、かかる金銭報酬の枠内にて、2018年６月27日開催の第53期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付
与のために支給する報酬額として年額50,000千円以内（うち、社外取締役7,500千円以内）と決議いただいており
ます。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち、社外取締役は３名）です。

５. 監査役の報酬限度額は、2002年６月28日開催の第37期定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名です。

６. 取締役会は、代表取締役社長 轟一太に対し各取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬の額の決定を委任しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社
長が適していると判断したためであります。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。
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会 社 に お け る
地 位 氏 名

他 の 法 人 等 の 業 務 執 行 者 と し て の
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

他 の 法 人 等 の 社 外 役 員 等 と し て の
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

取 締 役 小 林 秀 明 該当事項はありません。 該当事項はありません。

取 締 役 宇都宮　進　一

株式会社Ｕホールディングス、長野トヨ
タ自動車株式会社の代表取締役会長兼社
長、トヨタエルアンドエフ長野株式会
社、株式会社トヨタレンタリース長野、
株式会社ユー・ボディアンドペインティ
ング、宇都宮商会株式会社、株式会社ユ
ー・リアルエステートの代表取締役会長
及び株式会社長野県自動車会館の代表取
締役であります。なお、当社は株式会社
Ｕホールディングスとの間にデータセン
ターサービス利用料等の取引関係、長野
トヨタ自動車株式会社との間に車両費等
の取引関係があり、他６社との間に特別
な関係はありません。

株式会社共立プラニング、株式会社アサ
ヒエージェンシー、長野朝日放送株式会
社、丸子警報器株式会社の社外取締役及
び長野県信用組合の総代であります。な
お、当社は株式会社共立プラニングとの
間に広告宣伝及びデータセンターサービ
ス利用料等の取引関係、長野県信用組合
との間にシステム利用料及び借入金等の
取引関係があり、他３社との間に特別な
関係はありません。

取 締 役 渡 辺 雅 義

信越放送株式会社、株式会社エステート
長野、株式会社エステート長野サービス
の代表取締役社長及び株式会社長野県カ
ルチャーセンターの代表取締役副社長で
あります。なお、当社は信越放送株式会
社、株式会社エステート長野及び株式会
社長野県カルチャーセンターとの間にシ
ステム利用料等の取引関係、株式会社エ
ステート長野サービスとの間に保険契約
の関係があります。

株式会社メイツ長野、株式会社インフォ
メーション・ネットワーク・コミュニテ
ィ、株式会社ながのアド・ビューロ及び
株式会社ながのコミュニティ放送の社外
取締役であります。なお、当社は株式会
社メイツ長野との間に事務スタッフ受け
入れ等の人材派遣関係及びシステム利用
料等の取引関係、株式会社インフォメー
ション・ネットワーク・コミュニティと
の間にインターネットサービス等の取引
関係、株式会社ながのアド・ビューロと
の間に広告宣伝及びシステム利用料等の
取引関係、株式会社ながのコミュニティ
放送との間に広告宣伝及びインターネッ
トサービス等の取引関係があります。

⑹ 社外役員に関する事項
① 他の法人等における業務執行取締役、社外役員等の重要な兼職の状況
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会社役員に関する事項

会 社 に お け る
地 位 氏 名

他 の 法 人 等 の 業 務 執 行 者 と し て の
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

他 の 法 人 等 の 社 外 役 員 等 と し て の
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

監 査 役 小 出 貞 之 該当事項はありません。
株式会社守谷商会の社外取締役でありま
す。なお、株式会社守谷商会と当社との
間に特別な関係はありません。

監 査 役 宮 坂 直 慶
公認会計士宮坂直慶事務所及びながの公
認会計士共同事務所の代表であります。
なお、当社は２事務所との間に特別な関
係はありません。

株式会社ティー・エム・アール・システ
ムズの監査役であります。なお、株式会
社ティー・エム・アール・システムズは
当社の子会社であり、当社との間にシス
テム利用料等の取引関係があります。

監 査 役 石 田 和 彦 該当事項はありません。

信濃毎日新聞株式会社の監査役並びに株
式会社ながのコミュニティ放送、長野朝
日放送株式会社及び株式会社メイツ長野
の社外取締役であります。なお、当社は
信濃毎日新聞株式会社との間にシステム
利用料等の取引関係、株式会社ながのコ
ミュニティ放送との間に広告宣伝及びイ
ンターネットサービス等の取引関係、株
式会社メイツ長野との間に事務スタッフ
受け入れ等の人材派遣関係及びシステム
利用料等の取引関係があり、長野朝日放
送株式会社との間に特別な関係はありま
せん。

会 社 に お け る
地 位 氏 名

出 席 回 数 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要取 締 役 会 監 査 役 会

取 締 役 小 林 秀 明 18回／18回 －

主に外交官としての国際政治経済についての長年の経験
と幅広い知見に基づき、研究開発や経営指標等に関し
て、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から
幅広く当社の経営全般に対し意見を述べており、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。

② 当事業年度における主な活動状況
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会社役員に関する事項

会 社 に お け る
地 位 氏 名

出 席 回 数 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要取 締 役 会 監 査 役 会

取 締 役 宇都宮　進　一 １回／18回 －

会社経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社の
経営に対する実効性の高い監督等に重要な役割を担って
おり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点か
ら、経営方針・経営戦略に関する監督、助言及び取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。

取 締 役 渡 辺 雅 義 14回／18回 －

会社経営者としての豊富な経験と知見に基づき、資本業
務提携や業績等に関して適宜発言を行い、業務執行を行
う経営陣から独立した客観的視点から、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

監 査 役 小 出 貞 之 18回／18回 13回／13回

会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い
見識と監督能力により、資金計画や予実管理に関する発
言等、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており
ます。また、監査役会において、適宜必要な発言を行っ
ております。

監 査 役 宮 坂 直 慶 18回／18回 13回／13回

公認会計士としての専門的見地から、設備投資や業績予
想に関する発言等、公正な意見の表明を行い取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っております。また、監査役会において、適宜必要
な発言を行っております。

監 査 役 石 田 和 彦 16回／18回 12回／13回

会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い
見識と監督能力により、公正な意見の表明を行い取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。また、監査役会において、適宜
必要な発言を行っております。

（注）当社は、社外取締役及び社外監査役が出席しやすいように、取締役会の日程を早期に調整のうえ決定しております。ま
た、会議の方法として電話やWebシステム等を活用し、参加しやすい環境整備に努めておりますが、取締役 宇都宮進
一氏につきましては、兼務される職務の日程と当社取締役会が重なる日が生じたため出席率が低くなりました。なお、
取締役会議事資料を事前に送付し、欠席した取締役会についても決議事項を把握しております。
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会計監査人の状況

４. 会計監査人の状況

報 酬 等 の 額 （ 千 円 ）

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 32,500

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 32,500

⑴ 会計監査人の名称
かなで監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の
額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

２. 当該金額について、当社監査役会は、会計監査人から監査計画（監査目的、監査項目、監査予定時間等）の説明を
受けた後、その内容及び報酬見積額について、前事業年度の計画と実績、報酬総額、時間当たり報酬単価等との比
較検討及び経理部門等の情報・見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第
１項の同意を行っております。

⑶ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

⑸ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

⑹ 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
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５. 会社の体制及び方針
剰余金の配当等の決定に関する方針
① 利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付けたうえで、経営体質の強化
と積極的な事業展開に必要な内部留保の確保及び毎期の業績に基づき配当政策を実施することを基本
方針としております。
また、中間配当及び期末配当の年２回の配当を実施することを基本方針とし、配当性向は20％以

上を目標にしてまいります。なお、これらの剰余金の配当等の決定機関は、取締役会であります。

② 期末配当に関する事項
当事業年度の期末配当につきましては、積極的な事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、当社の
財政状態、第59期の業績等を総合的に勘案して、2024年５月15日開催の取締役会決議により、以下
のとおりとさせていただきました。
ア. 配当財産の種類

金銭といたします。
イ. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき普通配当20円といたします。
この場合の配当総額は115,836,380円となります。
また、2023年12月11日に、１株につき17円の中間配当を実施しておりますので、年間配当金は
１株につき37円となります。
ウ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月12日といたします。

（注）本事業報告中の記載数字の金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
リ ー ス 投 資 資 産
商 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

9,814,700
1,601,636

11,544
5,450,114

514,791
1,369,682

71,164
47,604

748,209
△ 47

9,733,102
6,381,812
4,221,692

40,340
1,716,469

403,309
1,925,921
1,210,731

715,189
1,425,368

422,937
669,708
343,054

△ 10,332　

流 動 負 債 5,782,312
買 掛 金 997,837
短 期 借 入 金 2,172,000
1年内返済予定の長期借入金 564,000
リ ー ス 債 務 474,283
未 払 法 人 税 等 4,930
契 約 負 債 115,461
賞 与 引 当 金 600,893
製 品 保 証 引 当 金 10,832
そ の 他 842,074

固 定 負 債 2,934,509
長 期 借 入 金 730,000
リ ー ス 債 務 951,003
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,253,100
そ の 他 405
負 債 合 計 8,716,822
純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,692,530
資 本 金 1,395,482
資 本 剰 余 金 1,044,925
利 益 剰 余 金 8,353,889
自 己 株 式 △ 101,767

その他の包括利益累計額 124,943
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 90,820
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 34,122

新 株 予 約 権 13,507
純 資 産 合 計 10,830,980

資 産 合 計 19,547,803 負 債 純 資 産 合 計 19,547,803
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 15,974,648

売 上 原 価 10,444,438

売 上 総 利 益 5,530,210

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,239,396

営 業 利 益 1,290,813

営 業 外 収 益

受 取 利 息 91

受 取 配 当 金 10,618

そ の 他 6,732 17,442

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15,191

支 払 手 数 料 54,045

そ の 他 5,275 74,512

経 常 利 益 1,233,744

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2,000 2,000

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,231,744

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 248,756

法 人 税 等 調 整 額 84,376 333,133

当 期 純 利 益 898,610

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 898,610
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
リ ー ス 投 資 資 産
商 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
破 産 更 生 債 権 等
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

 9,593,683
 1,507,726

 847
 5,360,967

 495,567
 1,369,682

 50,339
 47,542

 270,601
 15,397

 475,058
 △ 47

 9,774,447
 6,378,495
 4,035,907

 185,785
 40,340

0
 336,558

 1,716,469
 47,662
 15,771

 1,920,357
 1,210,873

 693,149
 16,333

 1,475,594
 422,937

 8,320
 99

 49,482
 84,104

 671,718
 249,264

 △ 10,332　

流 動 負 債  5,679,218
買 掛 金  963,068
短 期 借 入 金  2,172,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金  564,000
リ ー ス 債 務  473,327
未 払 金  563,407
未 払 費 用  84,426
未 払 消 費 税 等  27,300
契 約 負 債  102,739
預 り 金  134,319
賞 与 引 当 金  588,476
製 品 保 証 引 当 金  4,693
そ の 他  1,459

固 定 負 債  2,974,159
長 期 借 入 金  730,000
リ ー ス 債 務  948,614
退 職 給 付 引 当 金  1,295,139
資 産 除 去 債 務 405

負 債 合 計  8,653,378
純 資 産 の 部

株 主 資 本  10,610,424
資 本 金  1,395,482
資 本 剰 余 金  1,044,925

資 本 準 備 金  1,044,925
利 益 剰 余 金  8,271,783

利 益 準 備 金  87,500
そ の 他 利 益 剰 余 金  8,184,283

別 途 積 立 金  7,060,000
繰 越 利 益 剰 余 金  1,124,283

自 己 株 式  △ 101,767
評 価 ・ 換 算 差 額 等  90,820

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  90,820
新 株 予 約 権  13,507

純 資 産 合 計  10,714,752
資 産 合 計  19,368,130 負 債 純 資 産 合 計  19,368,130

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高  15,504,032

売 上 原 価  10,211,484

売 上 総 利 益  5,292,548

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  4,041,748

営 業 利 益  1,250,799

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金  10,956

為 替 差 益  1,570

そ の 他  5,129  17,656

営 業 外 費 用

支 払 利 息  15,174

支 払 手 数 料  54,045

そ の 他  5,110  74,331

経 常 利 益  1,194,124

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損  2,000  2,000

税 引 前 当 期 純 利 益  1,192,124

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  241,634

法 人 税 等 調 整 額  87,538  329,173

当 期 純 利 益  862,951
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉田　昌則

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 若月　健

独立監査人の監査報告書
2024年５月15日

株式会社電算
取締役会　御中

かなで監査法人
東京都中央区

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社電算の2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計

年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

電算及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結会計監査報告書

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要
因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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会計監査報告

計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉田　昌則

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 若月　健

独立監査人の監査報告書
2024年５月15日

株式会社電算
取締役会　御中

かなで監査法人
東京都中央区

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社電算の2023年４月１日から2024年３月31日までの第

59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明するこ
とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要
因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第59期事業年度における取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、
取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施
いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、社外監査役が子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会にオンライン形式で出席するほか、その子会
社の取締役及び使用人と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役
会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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監査役会の監査報告

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事
業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、
指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当
該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維
持を目的とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月28日

株式会社　電算　監査役会

常勤監査役 漆原　道雄 ㊞
社外監査役 小出　貞之 ㊞
社外監査役 宮坂　直慶 ㊞
社外監査役 石田　和彦 ㊞

　
以上
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地図

交通のご案内
●ＪＲ長野駅善光寺口下車

徒歩約20分、タクシー約５分。
●お車をご利用の方

ホテル国際21の駐車場をご利用ください。

株主総会会場ご案内図
会　場　：長野県長野市県町576番地

ホテル国際21 １階 藤の間
電話（026）234－1111

信州大学教育学部
善光寺善光寺

かるかや堂

信濃毎日新聞

中央郵便局
Ｒ19

長野中央消防署長野中央消防署
Ｒ406
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信越放送信越放送
市役所前駅

昭和通り(Ｒ19)
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信濃毎日新聞

中央郵便局

ホテル国際21

長野地裁

長野県庁

Ｒ19

至長野IC・上田至長野IC・上田
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